
令和５年度 住宅改修の点検結果

〈点検結果〉
令和５年度に調査を実施した４７件の住宅改修については、すべて適正であった。

〈介護度別実施件数〉
要支援１ 要支援２
 １８件 ８件

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
８件 ６件 ４件 ４件 ０件

〈点検内容〉
要介護度
改修箇所 勝手口
改修内容 段差の解消

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 外階段
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 廊下 浴室 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置 手すり設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要支援
件数
要介護
件数

要支援１

段差を解消したことにより、外への移動が容易に行えるようになったため、適正
であると認められる。

適

要介護１

安全な階段昇降のための利用につながっているため、適正であると認められる。

適

要支援２

屋内移動の安全性が向上しており、概ね適正であると認められる。

適

要介護３

安全な段差の昇降につながっており、適正であると認められる。

適
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要介護度
改修箇所 玄関 浴室 台所
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ 浴室 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 ドアノブの変更

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下 勝手口
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 居室 台所 廊下 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 浴室 階段
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護１

手すりの設置により、安全な移動、転倒防止につながっているため、適正である
と認められる。

適

要支援１

立ち座り等の日常生活動作をスムーズに行えるようになっているため、適正であ
ると認められる。

適

要支援１

段差の昇降時の身体的負担の軽減につながっているため、適正であると認められ
る。。

適

要介護１

日常生活時の転倒防止につながっているため、適正であると認められる。

適

要介護１

ふらつき防止や安全な階段移動につながっているため、適正であると認められ
る。

適
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要介護度
改修箇所 土間 居室入口扉 居室入口扉
改修内容 手すりの設置 ドアノブの変更 開閉向きの変更

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関ポーチ
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ 浴室出入口 台所
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 トイレ 浴室
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 居室 廊下 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護２

土間への転落防止やスムーズな移動につながっているため、適正であると認めら
れる。

適

要支援２

安全な屋外の移動につながっているため、適正であると認められる。

適

要介護４

生活動作における身体的負担の軽減につながっているため、適正であると認めら
れる。

適

要支援１

転倒防止や動作の安定性につながっているため、適正であると認められる。

適

要支援１

転倒防止や安全な屋内移動の安定性につながっているため、適正であると認めら
れる。

適
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要介護度
改修箇所 玄関 廊下 浴室
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 勝手口 浴室 トイレ 階段
改修内容 手すりの設置 段差の解消 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 浴室
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 浴室 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ 廊下 脱衣所 浴室
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要支援１

日常生活において、本人、介助者の負担の軽減につながっているため、適正であ
ると認められる。

適

要支援１

本人の生活や身体状況の改善につながっているため、適正であると認められる。

適

要支援２

入浴への不安や家族の介護負担の軽減につながっているため、適正であると認め
られる。

適

要介護２

トイレでの排泄動作等の自立につながっているため、適正であると認められる。

適

要介護２

生活動作の安定性につながっているため、適正であると認められる。

適
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要介護度
改修箇所 浴室 勝手口 勝手口
改修内容 手すりの設置 段差の解消 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 階段
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下 トイレ出入口 玄関
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 浴室
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要支援１

本人の移動の安全性につながっているため、適正であると認められる。

適

要介護３

本人の移動支援につながっているため、適正であると認められる。

適

要介護１

本人の屋内移動の安全性につながっており、適正であると認められる。

適

要支援２

日常生活における歩行の安定性につながっており、適正であると認められる。

適

要介護２

移動の安定性につながっていたため、適正であると認められる。

適
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要介護度
改修箇所 玄関ポーチ
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ 浴室
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 脱衣所 浴室
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 庭
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要支援１

移動の安定性や、外出機会増加につながっているため、適正であると認められ
る。

適

要介護１

手すりの設置によって、移動から排泄までの一連の動作の自立につながっている
ため、適正であると認められる。

適

要支援１

浴室内の移動の安定性や、起立動作の身体的負担の軽減につながっているため、
適正であると認められる。

適

要支援１

手すりの設置によって、安定した移動が可能となっているため、適正であると認
められる。

適

要支援１

日常生活の転倒予防等につながっているため、適正であると認められる。

適
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要介護度
改修箇所 玄関
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下 階段
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下 浴室
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 玄関ポーチ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護１

身体機能の維持向上や日常生活の自立につながっているため、適正であると認め
られる。

適

要介護２

身体機能の向上や生活動作の改善、歩行の安定性につながっているため、適正で
あると認められる。

適

要支援１

日常生活の身体的負担の軽減や身体機能の維持向上につながっているため、適正
であると認められる。

適

要支援２

身体的負担の軽減、立位の安定性につながっているため、適正であると認められ
る。

適

要支援１

介助者の身体的負担の軽減、本人外出機会の確保等につながっているため、適正
であると認められる。

適
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要介護度
改修箇所 浴室 浴室 浴室
改修内容 手すりの設置 段差の解消 床材の変更

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 廊下 トイレ前 脱衣所
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 勝手口
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要支援１

転倒予防や本人の身体的負担の軽減につながっているため、適正であると認めら
れる。

適

要支援２

屋内移動時の身体的負担の軽減や移動の円滑化につながっているため、適正であ
ると認められる。

適

要支援１

転倒予防や外出機会の確保につながっているため、適正であると認められる。

適

要支援２

手すりの設置によって安定した移動につながっているため、適正であると認めら
れる。

適

要支援１

手すりの設置によって移動の安全性につながっているため、適正であると認めら
れる。

適
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要介護度
改修箇所 玄関 廊下
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 階段
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 勝手口 トイレ
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 浴室 脱衣所 廊下
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 トイレ 寝室 階段
改修内容 手すりの設置 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護２

手すりの設置によって、転倒予防につながっているため、適正であると認められ
る。

適

要介護４

安全な移動が可能となり、自立した生活につながっているため、適正であると認
められる。

適

要介護１

身体機能の改善や、日常生活の負担軽減につながっているため、適正であると認
められる。

適

要介護３

移動の安定性の向上や、入浴時の介護負担軽減につながっているため、適正であ
ると認められる。

適

要支援１

日常生活の安全性の向上や、移動の安定性の向上につながっているため、適正で
あると認められる。

適

40

41

42

43

44



要介護度
改修箇所 トイレ トイレ
改修内容 手すりの設置 段差の解消

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 浴室
改修内容 手すりの設置

点検結果

適否

要介護度
改修箇所 玄関 玄関
改修内容 手すりの設置 手すりの設置

点検結果

適否

要介護４

排泄の自立や移動支援につながっているため、適正であると認められる。

適

要支援２

日常生活の安全性や身体的負担の軽減につながっているため、適正であると認め
られる。

適

要介護３

安定した段差の昇降や、立ち上がり動作の身体的負担軽減につながっているた
め、適正であると認められる。

適

 調査実施にあたっては、リハビリテーション専門家の視点から、手すりの設置位置等の改修箇
所や改修時期について、利用者の日常生活の自立を助けるため、利用者の状況に応じた適切な
サービス提供に繋がっているかを点検し、更なる給付適正化のためケアマネジャー及び施工業者
に助言・指導を行った。
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